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はじめに

これまでわが国では、統計は集計結果表の形で主として提供されてきた。これにはい

くつかの事情がある。第１に、戦後、統計制度の再建当時、集計機械の保有は総理府

統計局など一部の政府統計機関に限られ､予め計画された集計項目についてのみ集計が

行われ、結果表が公表提供されてきた。第２に、統計の作成過程で被調査者(調査客体）

からあつめられた情報(統計原情報)には個人や組織の秘密事項に関係することも多く、

秘密保護の観点からも結果表での提供が合理的な提供方式とされた。

また、提供されている集計表では、集計分類の制約等から研究や行政面に利用できな

いこともありうる。このような場合については、特に指定統計に関しては、調査個票の

目的外申請制度により､特別な承認を得た者について極めて限定的な形で調査個票の使

用が認められてきた｡わが国の現行統計制度の根本法規である統計法もこのような統計

の作成、提供システムを前提したものとなっている。

ところで、欧米では早いところではすでに１９６０年代から、匿名化措置を施した個別

レコード(匿名標本データ)が提供され、学術面などで積極的に利用されてきた。またこ

の他にも、北欧諸国を中心に、登録などの異種の業務記録をリンケージすることにより

統計を編成する試みも行われている｡このような調査に基づかない形での新たな統計の

作成は、欧ｌ１ｌｌをI|｣心に近年、急速な広がりを見せている。

一方で、個別レコードからの利用者独自の統計解析利用(独自集計、多変量解析法の適

用など)、他方で行政における登録（レジスター）に基づく統計の作成は、いずれも今

日の情報処理技術の発展、普及をもって初めて可能となったものである。この点で、わ

が国の統計制度は､このような技術的展開に対してどのようにシステムの軌道修正を行

うべきかについて、いくつかの検討課題をかかえている。

その一つが、非集計データの提供システムの構築である。

これについては、１９９５年３月に出された統計審議会答申『統計行政の新中・長期構

想』でも取り上げられている。そこでは、第４章「調査結果の利用の拡大」の中で，標

本データ（個票データから必要に応じて抽出を行い，地域区分や世帯番号等の個体の識

別子を消去するなど個体の識別を不可能にしたもの）について】個体の秘密保護を担保

しつつ，外国の制度及び提供例，国内外におけるニーズの実態，現行法制度との関係，

具体的な提供方策等について専門的･技術的研究を行う必要があるとの提言がまとめら

れている（『答巾』７４～７５頁参照）。

本書で紹介する２つのi論文のうち、まずＣｏｘ論文は、アメリカのセンサス同その他政

府機関からどのような種類のミクロデータがすでに提供されているか､センサス局での

ミクロデータの提供に当たっての法的枠組み､一般利用ファイルの公開に伴う様々な秘

密漏洩防止のための措置､公開の可否を判定する機構としてのミクロデータ審査パネル

の構成ならびにその機能、などについて論じたものである。
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なおこの論文には、付録として審査パネルへのミクロデータ公開請求のための申請書

作成マニュアルが載せられている。

一方、Ａｌｗｉｎの論文は、アメリカにおける政府機関以外の作成主体による代表的な調

査を紹介し､それらの調査から編成された匿名ミクロデータの社会科学研究目的への提

供の可能性を論じたものである。

もちろんミクロデータの場合、いかに匿名化措置が施されていても、集計表に比べれ

ば個体が識別される危険'性が高いのはいうまでもない｡特に企業や組織に関する個体情

報の場合にはそうである｡解析利用面での利便性と個人や組織の秘密保護をどうバラン

スをとるかという点では、多くの対処すべき問題が残されている。また欧米とわが国と

では統計あるいは調査をめぐる風土(あるいは国民性のようなもの）にも相違があるよ

うに思われる｡それだけに今後どのように日本型のシステムを構築していくかについて

は、それが調査実施の根底に関わる契機を含んでいるだけに、多面的な検討が必要であ

るように思われる。その点で、ミクロデータ提供における先進諸国における様々な経験、

制度面での工夫については､その適用可能性を含めて色々な角度から検討してみる必要

がある。

なお，本書資料の訳出は，坂田幸繁（中央大学）が担当した。

この資料が､今後のシステム構築に対して何らかの示唆を与えることができれば幸い

である。

1998年１月

法政大学

日本統計研究所

本資料は，平成９年度文部省科学研究費補助金重点領域研究「統計情報のフロンティアの

拡大一ミクロデータによる社会構造解析一」の計IjlIii研究班ＡＯ２（ウ）「欧米における調

査個票の多角的結合的利用の研究」の成果の一部である。
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匿名ミクロデータの開示に関するセンサス局の実務

LawrenceH・ＣＯＸ

商務省センサス局

合衆国統計システム

合衆国の統計システムは分散型である。統計調査を企IIHiし，データを収集し，そして統計

的要約やミクロデータを公開する責任は複数の連邦機関の間で分担される。そこには，労

働統計局（BLS），エネルギー情報部，社会保障総局，内国歳入庁，国立衛生統計センタ

ー（ＮCHS），国立教育統計センター，統計報告部（農務省），司法統計局，およびセン

サス局が含まれる。センサス局は，それが最大であるという意味で国の基本的な統計機関

であり，しばしば他の機関に代ってデータを収集し，それらが保有する一定のデータヘー

カ的にアクセスできる。

分散的な統計システムにおいて，ミクロデータの配布という概念は注意深く定義されねば

ならない。ミクロデータは統計讃機関の間で，回答者の負担の軽減，収集が困難なデータ

の質の改善，および独立した出所から収集された情報の確証などの目的のために共有され

るだろう。その場合には，識別iJ能なデータか，少なくとも匿名化するほど制限の無い十

分細部が豊かなデータを共有することが必要であろう。

データ共有は合衆lK|統計システムの大きな関心事であるが，それはこの論文の範囲を超え

ている。要点としては，データ共有に関する一方通行唖のモデルが合衆国では利用されて

いるというだけで今は十分である。センサス局は他の諸機関が保有する一定のミクロデー

タヘアクセスできるが，その逆は決してありえない－識別可能なセンサスデータは法律に

よって外部者（法廷でさえ）に公閲しないようにしっかりと保護されている。ここでセン

サス局のミクロデータの公開という場合，一般利川ファイルとしてのミクロデータ・ファ

イルの直接的公開か，もしくは第３者への選択的な公開を指している。一般的に第３者と

は，ミクロデータ・ファイルがそこから作成される調査の後援者であり，彼らはふつうこ

れらのデータをさらに配布しようとする。法律が規定するような少数の例外はあるが，公

開されるミクロデータ・ファイルは常に匿名化されている。

L上lwrenceH・ＣＯＸ，“T11cPracticcoflhcBureauoftheCcnsuswiththcDisclosureofAnonymizcd

MicTodala”；ｉｌｌＭｌにJJ"ｇｕ'o〃α"(〕")ﾉｍｊＪに〃ど〃Ｅｊ"ze/α"ga6e〃α“、αに〃火ｒａｍｔ/Iche〃Ｓ(α"$"Ａ･P

Be側ｊ"８Ｗ"ge"Ⅸ"`Ｗ嫁ﾉﾉｃｈにj〃,Gcrmany(WcsリS1aIislischcsBundc局aml,WKomhammcr,1987.
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他の（センサス局以外の）合衆国統計機関によって公開されるミクロデータ

本節では，センサス局以外で公開される重要なミクロデータ・ファイルとその漏洩リスク

を軽減するために利用される手段について簡単に述べよう。ここに含まれる資料は，合衆

国商務省（1978）とこれらの諸機関の代表者との非公式の議論から得られたものである。

Mugge(1984)はＮＣＨＳの事情について詳細な説明を与えている。

社会保障総局は，社会保障番号を所持するすべての人々をカバーする継続職歴サンプル

（ContinuousWorkHislorySampIe）を開発した。このファイルから，縦断面雇用一被

雇用者データ（LEED:LongitlldinalEmployee-EmployerData)ファイルと呼ばれる1％抽出サ

ンプルが一般利用のために作成されている。LEE、ファイルに含まれる変数には，個人に

関する年齢，人種，'性別，および収入データに加えて，１９５７年まで遡及したその個人の雇

用主に関するデータなどがある。１９６２年のその最初の公開から，利用目的を明示し，許可

を受けないファイルの共有や個人を識別するためのマッチング研究へのファイル利用を禁

止する制限付き使用契約のもとで一般に公開された。LEEＤファイルは内国歳入庁から得

た個人に関する収入データを含んでいるので，ファイルの一般公開は１９７６年租税改革法

の通過の帰結として中止された。その改革法の中で税務申告書から得られたデータに関す

る厳密なデータ公開規準が規定された。

社会保障総局はまた，使用上の制限を置かずに，退職歴（RcliremcntHislo｢ySurvey）など

のミクロデータ・ファイルを一般利川のために公開している。これらのファイルは小サン

プルであり（1％未満），限られた地理的情報しか含まず，公開前に異常な変数や変数の組

合せについて秘匿処置を受ける。

内国歳入庁は,使用制限のない全国推定のための税収モデル(TllxRcvcnueModeIIjorNalional

Estimates）を一般利用のために公開している。抽ｌｌ１比率は一定の部分集団に対しては高目

であるが，このファイルはすべての税務申告書の0.2％未満の標本からなる。州別推定のた

めの税務モデル（TnXModcIlbrSIaleEstimates）はり|ルベルで識別されるすべての申告評の

およそ0.3％の標本を含んでおり，州の税務当局に利用可能である。２つのファイルは個人

の税務申告禽からのサンプルであり，個人の識別子を除去し，各申告書からの１５０のデー

タ項ロを含んでいる。

国立教育統計センターは，全国のｌ９７Ｚ年高卒時のクラスの0.7％を標本とする一般利用ミ
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クロデータを制限無しに公開している。識別情報は除去され，地理的には地区別，および

都市と農村の区別しか含まれていないので，このファイルには，家族的な背景，意識，お

よび将来計画に関して学生が提供したデータばかりでなく，学業成績評点の平均（grade

I)(〕inlavcragc），クラス順位，全国試験結果や勉学分野などの情報も含まれる。lml答者によ

って与えられる追加的情報は定期的にファイルに追加される。

NCHSは，衛生面接調査(HcaIlIlintcrviewSurvey），衛生･栄養試験調査(HcalthandNutrition

ExaminationSurveys），全国外来医療事例調査（NationalAmbulaloryMcdicalCaseSurvey），

および退院調査（HospitalDischargeSurvcy）などの調査と統計プログラムの多くから，一

般利用ミクロデータファイルを公開している。とりわけ独特のフアイルー出生に関するフ

ァイルーが－つあり，それは出生記録の５０%標本(州によっては100％)を包含している。す

べてのファイルについて利用者は，そのファイルを統計的な研究や報告目的のためにしか

使用しないという宣誓書の署名を要求される。ＮCHSはすべての直接識別できる情報を除

去し，地理的細分を１０００００人以上の人口地域に限定し，希少な特性を表すカテゴリーを

削除もしくは併合したりする。ＮCHSは，機関の外部で入手できる適切なマッチングファ

イルがないために，これらの漏洩回避手段で十分であると確信している。

BLSは，ときには利川を制限した上で，限定配布のための少数の特別注文のミクロデータ・

ファイルを公開している。ＢＬＳは，消費者支出調査（ConsumcrExpendituresSurvcy）から

の一般利用ミクロデータ．ファイルのための資金提供者であり，技術的にはその公開機関

であるけれども，これらのデータはセンサス局によって収集され，加工され，そして漏洩

回避策を施される。ＢＬＳはそれ自身の継続的な一般利用ミクロデータの公開プログラムを

決して有しないが，それは，ＢＬＳが州の機関から厳密な条件付き使用協定のもとでデータ

の多くを得ているためである。

センサス局が公開するミクロデータ

リ
ウ

センサス局は，国の第１義的なデータ収集者としての役割には好都合であるが，対応して

回答者の秘匿性を守る責任という点では厳しい法的なフレームワークの中で活動している。

ここでその法律の関連部分を提示しておくことも蔽要であろう。

合衆国法典（1976年１２月３１日修正）第１３編から：

第８条(b)･…連邦政府の省庁，搬関，およびⅢ檗所，コロンビア特別区行政府，本編中の１９１(a)項にお

いて言及される任意の領地あるいは地域の行政府（その中の政治的下位部局を含む），州あるいは地方機
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関，あるいは他の公的および民間の人間と諸機関に対して，長官は，任意の特定の回答者，もしくはそれ

に代わって報告される情報を開示しない諸表や他の統計資料の写しを提供することができ，そして特別な

統計的編集や調査を行うことができる･･･.。

････(c)本条項の下で提供される情報はどんな場合においても，この権利の申し立てによる侵害に関する訴

追の場合を除いて，任意の回答者に，もしくはそのような情報が関係する他の人間に不利益を与えるよう

に使用されてはならない。

第９条．秘匿される情報；例外

(a）商務省長官，もしくは商務省あるいはその中の部局や諸概関のすべての職員や被雇用者は，本編第８

条に規定されるものを除いて，以下のことをしてはならない。

(1)情報がそのために供給される統計目的以外の任意の目的に対して，本編の規定下にある情報を提供す

ること；あるいは，

（２）本編の下で任意の特定の事業所，もしくは個人によって提供されたデータが識別されるような公表を

行うこと；あるいは，

(3)商務省あるいはその中の部局や諸機関の宣誓職員と被雇用者以外の者に，個人記録を調査させること。

(b）本条項のうち特定の個人と事業所に関するデータの秘匿扱いに効力を及ぼす下位項(a)の諸規定は，政

府の諸センサスには適用されない.…。

それゆえセンサス局は，公開された各ミクロデータファイルが回答者に不利益を与えるこ

とのなく有益な統計的目的に役立つこと，そしてファイルは個々の回答者に属すデータを

識別するためには使用できないことを保証しなければならない。法律言語は変わらないの

に，“不利益を与えること,,および``識別する'，というその操作的用語は統計的には厳密

でなく，再識別の新しい方法，そのデータで達成されうる分析の範囲，および再識別に使

われる代替的なデータ資料の存在などのような諸要因を考慮して，新しいデータ公開毎に

再評価されねばならない。われわれは以下にミクロデータの公開と漏洩回避に関するセン

サス局の状況を要約する。ＣＯＸ,cLal(1985)はセンサス局に影響を与える秘匿I性問題全体の概

観を与えた。

1960年の１０年センサスを始めとして，センサス局は人口と住宅に関する１０年センサス調

査からの一般利用ミクロデータ・ファイル（いわゆる“一般利用サンプル”）を公開した。

漏洩回避の要求とデータ公開に関する他の統計基準を満たすことを条件に，これらのファ

イルは１０年センサス調査から入手できるすべての特性値を含んでいる；各個人の年齢，

人種，学歴，職業，所得など，加えて世帯に関する住宅特性。１９６３年に公開された最初の

サンプルは，地理的情報（センサス地域区分と地域コードのタイプ）をほとんど含まず，

センサスの詳細調査票を受け取る合衆国の全世帯の１/４抽出標本を元に，合衆国の世滞全
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体の0.1％標本しか代表していない。0.01％部分サンプルもまた一般に公開された。これら

のファイルの購入者は，無許可のファイル共有を禁止し，そのファイルから得られたデー

タを含む公表物すべての写しをセンサス局が受け取ることを要求する同意書に署名した。

明らかにこれらの同意書が守られなかったことは|ﾘ１１ｺである：６５のコピーファイルが販売

されたが，センサス局は200以上の機関でそのコピーの存在を確認することができた。

１９７０年センサスの一般利用サンプルは，１石センサス詳細調査票サンプルから作成した全

世帯の１％抽出サンプルを標本とし，少なくとも250000人（このときのセンサス．ミクロ

データ公開のための人口区分閾値）を含む人口地域まで細分した地理的情報を与えた。６

個の相互に排他的な１％一般利用サンプルが１９７０年センサスから公開された。それは２種

類の質問票から引出されたサンプルを標本とし，３つの異なる地理的分類（大都市／大都

市以外，都市／農村，および郡別グループ）別のデータを提供した。それらの利用に制限

は置かれなかった。これらのファイルは利用者に極めて人気があり，数千のコピーが直接

センサス局によって販売された。

1980年一般利用サンプルもまた，センサス詳細調査の質問票の全体として１/5サンプル(大

部分の地域では１/6）から作成された合衆国の全世補の１％サンプルに基づいた。1970年と

同様に，３つの別個の一般利用ファイルが公開され，各ファイルは異なる地理的分類に従

っている。

センサス局は毎年一般利)Ⅱのために，総常人口調査(CPS)の３月次追加調査から作成された

年次人口ファイル（ADF:AnnualDcmographicFilc)を公開している。内容と構成において一

般利用サンプルと同様であるが，これらのファイルは１９６８年まで遡及した時系列データ

を与える。ＣＰＳの標本抽出設計は標準地理分類と埴なっているので，ＡＤＦにおける人口閾

値は注意深く監視されねばならない：人口閾値以下の任意の地域を識別するデータは表示

できない。したがって例えば，調整した中間サンプル・コードや都市／農村あるいは市街

／大都会などの地理区分は，人口閾値にぶつからないことを保証する州法に則して秘匿さ

れるでろう。

センサス局の他のほとんどすべての世補調査についてもミクロデータ・ファイルが公開さ

れている。これらのファイルには通常，サンプル全休が含まれる。大雑把な数字では，こ

れらのサーベイの平均楳本抽出率はｌ/1500である。センサス局のセンサスもしくはサーベ

イ調査の一般利用ミクロデータファイルに関しては，利用上の制限は置かれていない。

１９８３年にセンサス局ではある新しい貰軍な調査，所得・プログラム参力Ⅱに関する調査

（SIPＰ：SurvcyoflncomcandPro厚amParticipati()､)を開始した。これは個人，家族，および
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世帯に関する縦断面調査であり，所得，投資，および他の会計に関する詳細なデータを収

集する。最初の２回の調査からの横断面データを含む一般利用ミクロデータファイルが公

開され，第３，４次に続き，第５次調査からのファイル公開もまもなく予定されている。

第４次調査で収集された時事的モジュール（資産と負債）から作成されたミクロデータフ

ァイルもすでに公開された。第５次ファイルは個人別に（横断面的に）加工されるけれど

も，それらは，－１IMIとして処理され，個人に関する１５－２０ヶ月間のデータを包含する縦

断面ミクロデータを表示する。ｓｌＰＰをもとに真に縦断面的なミクロデータファイルを作成

する作業が進行中である。この調査は一つの新しい挑戦一詳細な縦断面調査における漏洩

回避一を意味する。これらの含意は１９８５年１１月の社会科学研究会議の後援によるセミナ

ーで議論された（報告書近刊）。

産業や製造業企業の高度に歪んだ分布のために，センサス局は経済センサスや調査からの

ミクロデータを公開しない。しかしながら，センサス局はミクロデータ・ファイル，縦断

面事業所データファイル（ＬＥＤ：LongIudinaIEslablisIlmenlDatafiIc)を作成した。それは，

1960年代まで遡及して製造業センサスと年次製造業サーベイ調査（AnnualSurvcyof

Manulacturcs）データから作成された。このファイルはかなり経済学者の関心をひき，そ

のアクセスと使用上の方針は現在開発中である。検討中の１つの選択肢は，ＬＥＤファイル

から類似した事業所の小さな部分集合全体の記録を集計することによって，みせかけのミ

クロ集計値からなるミクロデータ・ファイルを構成することである。このファイルは，ＬＥＤ

の構成，および分析の機会と特性を大規模な利用者に教えるために使われるであろう。実

際のＬＥＤファイルに基づき，より現実的な分析を求める人々は，センサス局が遂行するコ

スト弁済可能な作業にたいする具体的な提案をセンサス局に行なうことができるであろう。

センサス局は，他の政府諸機関や組織に代って多数の統計データの収集と加工を遂行する。

そのような調査は，請負い調査の後援者のためにコスト弁済可能なベースで行われ，通常

法典第１３編の下で遂行される。諭珊的帰結として，これらのファイルはセンサス一般利

用ファイルと同じ漏洩回避策と処ｆＩｉｌを受ける。このことは，調査データの収集に金を払う

が，検閲もしくは要約された形態でしかそれを受け取る資格がない調査の後援者にとって

は非常な驚きである。

センサス局は，ミクロデータファイルが公開されるべきか否か，そしてどんなフォーマッ

トで公開すべきかを決定する確固とした審査過程をもっている。次節で論じるが，これら

の審査は公開を予定されるすべてのミクロデータファイルに一様に適用される。１９８５年中

に公開のために審査されるミクロデータファイルのリストは以下のようである。

公開承認済みのもの：
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修正経常人|｣調査

1984年科学者およびエンジニアに関する調査

1980-81年消費者支出一四半期面接調査

1982-83年消費者支出調査Ｕ次記録(日報）

1982-83年消費者支出一四半期面接調査第３次１９８４年所得とプログラム参加に関する調査

(slPP)のための時事的モジュール

1982年トラック在庫と利用調査

プエルトリコー般利用ミクロデータサンプル

SIPＰのための第４次時事的特殊モジュール

職業訓練縦断面調査終了者制御カード業務データファイルへの追加

追加された州法に関する若者の作業経験に関する調査

青少年拘留，矯正および保護の民間施設に関するセンサス

未決定：

職業訓練縦断|iii調査面接ファイル修jlil982-83年Ｈ次調査

ミクロデータ審査パネル

センサス局ミクロデータファイルの公開の決定は，ミクロデータ審査パネル（Microdata

ReviewPanel）によって行われる。当パネルは１９８１年にそのために作られ，それは審査が

相互に整合的であることを保証する。パネルは，ミクロデータ公開のための基準を開発し，

ミクロデータ漏洩回避の原則と最小限の許容規準を満たすミクロデータ・ファイルの設計

に関する指針を後援者とそのセンサスルゥの対応者に与えるというさらに進んだ目的をもっ

ている。前節最後のリストは１９８５年''１のパネルの仕事の負担愚を表わしている。

パネルは人口・経済･統計的基準と方法論の理事会(theDemo画aphic,ＥconomicandStatistical

SlamIards＆McthodoIogydircctoralcs），データ利川苫サービス部，およびプログラム・政

策開発課の上席代表者から構成される。パネルのメンバーは順番に議長となる。

例えばＡＤＦなどのミクロデータの公開継続は，ファイル構造や調査デザイン，もしくは

他の重要なファクターに変化がない場合には，パネルによる承認を１度だけ受ける。他の

ファイル，とりわけｓｌＰＰの時事的モジュールから作成される弁済可能な調査やファイル

は，その提案時点で審査される。パネルは後援者のセンサス同側代表者を教育し，一緒に

作業を進めることに成功を収め，その結果パネルの初期の数年IHlを除き不幸な“驚き"はほ

とんどなくなった。審査は，キーとなる識別可能性の脆弱さに関する標準的なチェックリ
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ストに答えて後援音が提供する情報，ファイル上の地理表示のレベルに関して要求される

情報，およびパネルが要求する特定の表に基づいて行われる。パネルは審査の前後でも，

その期間'1ｺでも関係者と面会することができる。事実上パネルは，どちらかといえば協定

が署名され，調査とその結果物に関するデザインが完成する前の，できるだけ早い段階で

のそのような非公式の接触を推奨している。後になって秘匿'性維持のために犠牲になるよ

うなデータの収集や公表は，普通こうして避けられる。

パネルが強要する堅固でしっかりした２つのルールがある-100,000人という人口閾値

（1981年のパネル創設時の250,000人から減少）と上位0.5％の所得の記号化である。後

者は現在100,000ドルであり定期的に修正される（1985年の75,000ドルから修正）。その

他の判断はすべて，利ｊＷ１ｌｌ能な情報，すなわちそのファイルと照合できる人口記録の存在

と構成，一般的な政策配慮，確固とした前例，および類似ファイルに関する経験に基づい

て行われる。審査の基本的な道具はチェックリストであり，それは付録に掲載している。

パネルはミクロデータの公開を承認したり，否定したりするだけでなく，拒否されたファ

イルについては，パネルの判断として，もしそれが適用されるならば，公開を許可できる

ほど十分に漏洩リスクを減少させる漏洩回避の方法を提案する。これらの方法には以下の

ものが含まれる：

－グルーピング

・定義'１１能なカテゴリーの結合（消滅）を含む集計

・トップコーディング

・再コード化もしくは範閉によるコード化

・地理的な細区分の減少

一あるデータ項ロをすべて秘匿とする

－データ撹乱

.誤差付与（品的変数）

・データ・スワッピング（質的変数）

－データを丸める

パネルには，完全な漏洩リスクの分析（製表，マッチング，シミュレーション，および再

分析のための一般化されたソフトウェア）を行うために自由に使える必要な道具もスタッ

フもない。したがって，上述した情報と専門的知識に基きながらも，その決定は主観的な

ものにとどまっている。この状況を救済するために進行'１｣のものは，（１）ミクロデータ

における漏洩リスクを最小化するための広範な，統計的に防御可能なガイドライン集を，

（２）センサス・ミクロデータの結果における漏洩リスクについての一貫した統計的な定
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義あるいは基準，およびその測定のための方法と道具を基礎として，制定するために必要

な知識と専門的技術を開発することである。そのために必要な知識の多くは今までに知ら

れていないものであろう。1985年後期にこれらの問題を調査し，適当なソフトウエアを開

発するための一つのプロジェクトが始まった。この極の作業の多くは，Paass博士とドイツ

国立情報処理研究所(ＧＭＤ：GcscllschafinirMaⅡlematikundDalenvcrarbcitung)の彼の同僚た

ちによって報告されており，この検討においてはわれわれは彼らと密接に作業を進めたい

考えている。

プロジェクトは始まったばかりであり，具体的な発見事実はまだ得られていない。しかし

ながらその仕事の範囲は川快であり，以下のリストにある研究領域が含まれる予定である。

一最高のマッチング法

一特定化のさいに利用できる人口記録の存在と構造

一ミクロデータにおける漏洩リスクに関する統計的定義や規準，およびそのlN11定方法の開

発

一現代的あるいは新しい漏洩回避法

一ファイル分割

一ミクロ集計値とみせかけのミクロデータ

ーデータファイルの質，完備性，および有効性に関する代替的な漏洩回避法の影響

結論

歴史的にミクロデータの,秘匿性を保持する機関の方針は，合衆国においては反作用的に展

開した。諸機関は表形式で与えられるものより内容豊かなデータを求める利川者の需要と

ニーズに応えた。その初期の時代（1960年代）にはコンピュータの計算能力とファイル・

マッチングの手法は原始的であったので，単純な漏洩回避手法で十分であった。これらの

初期の公開手続きから前例がつくられ，ミクロデータを求める利用者の渇望は増大した。

この状況は1970年代へと続き，公開されているミクロデータの量は，より包括的な漏洩

回避政策と方法に対して理解されていた，その時の現実のニーズをはるかに超えていた。

1980年代に経験したコンピュータ処理能力の劇的な増大によって，ファイル・マッチング

の方法と，したがって特定化の方法はより強力なものとなった。また部分集団に関する人

口記録も対応して増大し，それらに含まれるデータ細目の正確性と水準も向上した。必然

的に社会内部におけるプライバシー問題へと焦点が集まった。この状況は分散的な合衆国

統計システムの内部では錯綜している。なぜならば脅威となるこれらの人口記録の所有者

であるのはふつう他の政府機関であり，そのいくつかは統計作成機能と調整機能の両面を

，



有するからである。

責任をもってこれらの問題を処理する簸初のステップは制度上のものであり，ミクロデー

タ審査パネル（MRP）は初191の有効な11j例であった。第２のステップがいま着手されてい

る：ミクロデータに関する漏洩リスクの全体的評Iilliであり，それはミクロデータ公開のた

めの事情に通じた政策，ガイドライン，および解析的ソフトウェアへと導く。
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付録

ミクロデータファイル公開のための承認要求の提案書を提出するための指示

(チェックリスト）

プロジェクト管理者は以下に記載される資料の各々８部をミクロデータ審査パネル（MRP）

議長に，承認が必要とされる時点の少なくとも１ケ月前に提出しなければならない。議長

はその提案書を議論するためのパネル会議を召集する。プロジェクト管理者は通常，会議

への出席か，もしくは提案書と当該調査に知識を有する代表者を送ることを求められる。

ファイルの公開を承認するか，拒否するかというパネルの決定は，適・切な部課長に覚書き

の形で文書報告される。

必要資料（各８部コピー）

１．部課長からの概要メモ：調査の目的と設計，および他の関連する情報，例えば承認が必

要とされる日付などに関する簡単な記述を含む。

２.テープのレコード構成（ふつうデータベース・ディレクトリーと呼ばれる）：公開を提

案するファイル上にある変数と具体的なカテゴリーに関する他の情報のすべてを記載する。

時間や費用のために初期のＭＲＰ審査用のテープのレコード構成が事前に準備できない場

合には，書込み記入事項がコード化される方法に関する説明，およびにテープ上に予定さ

れるすべての他の情報のリスト（例えば，サンプル・ウェイトや地理的情報）とともに，

テープに関して提案される項目を示すよう書き加えた調査票を提出せよ。

3.記入済みの“チェックリスト，,：そのファイルの潜在的漏洩可能'性を評価するためにパ

ネルが必要とする情報を与える。チェックリストは，あなたが秘匿を理由として削除，も

しくは変更を提案する項目，およびそのような取扱いが必要か否か不確かである項目につ

いて尋ねている。チェックリストのコピー１部が添付される：このコピーを使って，必要

なときには追加コピーが作成される。

4．公開のために提案されるファイルで識別されるすべての地理的区分ａｒｅａの人口は少な

くとも100,000人の居住者を有することを立証する表。この要求は，１９８１年２月にセンサ

ス局によって発行された“一般利用ミクロデータを開示するための規準，,のなかで制定さ

れた。これらの規準では最小限人口数の要求からの選択的な免除は許容されない；しかし

ながら，通常より漏洩可能性が大きなファイル内容については，それを埋め合わせるため

により高い人、閾値が必要であるとパネルは決定できる。
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パネルは，識別される各区域が最新時のセンサスに関する標本抽出に属する区域（例えば

第１次抽出単位（PsU)）において100,COO人の居住者数を有するならば，最小限人口数の

要求が満たされると考える。意図された地理がセンサスでだけ集約される都市／農村，場

所の規模，もしくは他のカテゴリーを含んでいないならば，希望する場合，調査日により

近い人口推定値が使用できる。他の資料，例えば予備センサスからの人口データの利用は

パネルによって予め承認を受けねばならない。

ファイル上に表示されるすべての地理的識別子を使ってクロス集計された標本抽出地区

（PSU）の総人口がその表には示されねばならない（付属資料の例を参照）。この目的の

ためには，地理的情報は一般的には回答者によって与えられる情報，例えば農地の状態な

どは含まない。その表で使われる人口数字の出所は明示されねばならない。このファイル

が異なる地理的識別子によって以前に公開されていた（あるいは再び公開される予定であ

る）場合には，表は２つの地理的な組合せで表示されねばならない。識別される地区ある

いはその他の地区に関する表の各セルは人口数100,000人以上となるべきである；任意の

セルが100,000人未満の場合には，地理的な分類は条件を満たすように修正され，パネル

に提出される表に反映されねばならない。サンプルがＰＳＵベースで設計された場合には，

表内のすべてのセルの合計は抽出されたＰＳＵの総人口となるはずである。サンプルが指定

標本区域内から選出されていない場合（例えばＰＳＵではなく，住所録からのサンプル）に

は，すべてのセルの合計は標本抽出に属すすべての区域（しばしば合衆国全体）の総人口

となるはずである。サンプルがＰＳＵベースで設計されていない場合の表の作成法に関する

追加情報については，パネルの代表者に連絡して下さい。
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付属資料

人口表の準備

事例：都市／農村，中心都市／非中心都市／大都市圏以外，地域，および選出されたＳＭＳＡ

を区別するファイルについては，表は以下のように提示される：

表１

大都市圏非大都市圏

中心他の都農村部都市部農村部

都市市部

北東部：

識別されたＳＭＳＡａ…･…・

識別されたＳＭＳＡｂ・……・

その他の地域･･･…．．…･…

北部中央：

識別されたＳＭＳＡｃ・……・

識別されたＳＭＳＡｄ・･･･・…

識別されたＳＭＳＡｅ・････(－部）
その他の地区・……･……・

南部：

識別されたＳＭＳＡｅ・････(－部）
識別されたＳＭＳＡｆ….．…

西部：……．.…･･………

計：………･･…･････…

総合計＝（PSUあるいは他のサンプル地区の合計人口）。

出所：1980年センサス（PC80-1-Aレポートから転記）

ミクロデータ･ファイルの漏洩可能性に関するチェックリスト

日付：

電話

調査タイトル

部課局プロジェクト管理者氏名

資金提供機関：

（注意：回答のためにもっとスペースが必要な場合は，続きを別紙で添付して下さい。そ

の質問の節と番号を確実に明示してください。）

報告者の負担軽減のために，地理的情報に変更がなく，新しい調査蝋項も導入されず，か

つ最初のファイルで承認された開示手段がその後のファイルにも実施されている限りにお

いて，例えばＣＰＳあるいはＡＨＳなどの反復的調査についてはその発行毎に別個の申請書

を作成する必要はない。以下の申請カテゴリーをチェックせよ。
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[］

[］

この申請書は単独ファイルに関するものである。

この申請書は実質的に同じ内容をもつ連続ファイルに関するものである。今後のフ

ァイルの公開予定までの期間を明示せよ。

[］この申請課は，補充データ，もしくは以前は非公開であったデータが追加された承

認済みファイルの再公開に関するものである。最初のファイルがＭＲＰに提出された

日付を記入しなさい。

（回答が現在では異なっているようなチェックリストの質問だけが記入される必要

がある。）

Ａ項ファイルに関する追加的な地理的情報

ファイル上の日Iﾘ]の地理的識別子に加えて，データ項[｣，レコード識別子，あるいはファ

イル構造は，推論によって迫力|]的な地理情報を与えるかもしれない。それゆえ，loo,000

人という最小限人口規準を満たさない地理的区域が不注意にも識別されることを回避する

手段がとられねばならない。潜在的に問題のある区域が以下で議論される。各区域に関し

て，提案されたファイルの公開前に行われたか，もしくは行われる予定の処置を示して下

さい。

1．第１次サンプル抽出単位（PSU）あるいは他の地理的情報は通常，内部利用のために作

成された制御番号conlroInumbeTsに埋め込まれている。

○この問題はどのようにして公開ファイルにおいて回避されますか：

制御番号は削除されるか，地理的情報を含まない。

制御番号はスクランブルされている；記入

その他；記入一

2．多くのデータベースのレコードは，最初のケースから番号が最も小さいＰＳＵ順か，も

しくはアルファベットによる郡の順番で配列されている。

○ファイル上のレコードに関してこのような地IIB的な推論を回避するために，どのよ

うにレコードが配列される予定であるか，簡単に説明せよ。
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3．住居の具体的な地理を示唆するデータ項目は，パネルのために準備された人口表が表

示する自明の識別子より多くのことを暴露するかもしれない。事例：その州クループ

に関する自明の識別子がファイル上にない場合にスペイン系の姓を含むこと（南西部

の５つの州だけでコード化されている）；大都市一非大都市の区別が地理的識別子の

一部に含まれない場合の，大都市区域から非大都市区域への移動を明示する移動コー

ド；ある識別される地理的区域には一つしかないような原子力発電所や空港のＸマイ

ル以内の住居；電話の地域コード；あるいは緯度と経度の座標値。

○この理由のため削除予定の項目すべてを記載せよ：

○地理的に意味をもつと思われるが，削除すべきかrriか決定できないすべての他の項

Uを列挙せよ：

４標本抽出情報もいくらかの地理的指標を与えるかもしれない。例えば，一定のウエイ

トは自己表示のＰＳＵと非表示ＰＳＵとの区別を与えるかもしれないし，あるいは計画

的に過大に抽出された区域のタイプを識別させるかもしれない。また“Durbinタイプ',

“HiInumbcr,，などは地理に関係している。

○秘匿を理由に削除される予定のすべての標本抽出情報，もしくはウェイトによって

識別されないような部分サンプリング計画を列挙せよ：

○地理的な意味を有すると考えられるが，削除すべきか決定できないすべての他の標

本抽出情報を列挙せよ：

Ｂ項個人の露見という異常なリスクを与えるファイル内容

_般利用ミクロデータに対するUIj示規準は，提案された内容のいずれかが個人の露見とい

う異常なリスクを与えるか否かを決定するために各ファイルの審査を要求する。ＭＲＰは，

ファイルから入手できる特性価によって個人を識別するilJ能性を減少させる複数の手段を

確認済みである。その手段が以下で議論され，提案されたファイルに属す関連情報はバネ
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ルの審査を助けるために要求される。

1．氏名，住所，および社会保障，医療保障や医療補助番号のような一意的な数値的識別

子は，ファイルから除去されねばならない。

2．高所得は個人や世帯の可視的な特性値であり，情報のなかでは機密性のある項目と考

えられる。それゆえファイル上の各所得数字は，世帯，人，家族にかかわらず，総所

得も構成員個人の所得も含めて，最大限75,000ドル（現在100,000ドル）でその上位

をコード化すべきである。一定の条件の下ではこのルールへの例外もありうる；例え

ば，地理的な細区分がほとんどないケースである。75,000ドル以上の上位コード化か

らのずれは，ファイル公開承認のための最終討議に先立ってパネルと十分議論される

べきである。

○上位記号化は

75,000ドル以下の点である。

75,000ドルより大きい。額を明示し，パネルとの識論を簡単に要約せよ

3．所得に加えて，一定の他の特性値が他のものよりある個人を見えやすくするかもしれ

ない：例えば，非常に高い年齢，所有財産の価値や購入価格，賃料，抵当権の金額。

間隔変数や順序変数として表示される場合には，ファイルの地理的細区分の表示次第

では，これらの項目を上位記号化することが考慮されるべきである。パネルの提案に

よれば，これらの上位記号化したカテゴリーは，そのファイルが表示している（特性

値のタイプに依存）すべての人あるいは世帯の少なくとも0.5％を含むべきである。例

えば1980年センサスに関する上位記号化は以下のようである：

年齢-90歳以上

財産価値一Zoo,Cooドル以上

総賃料（設備を含む）-1,000ドル以上。

○上位記号化される項||すべてと対応する上位記号点を列挙せよ

○上位記号化の必要性に関して疑問があるすべての他の項目を列挙せよ
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4．地理次第ではある人を高度に可視的にし，非順序変数として表示され，かつそれゆえ

上位記号化できないような他の特性値がある；例えば，使用言語が外国あるいはイン

ディアン部族のものであることを示すコード；エスキモー，アリュート，グアム，あ

るいはサモア人のような人種的細区分；前の居住地に関するコードなど。これらのケ

ースでは，ファイルの細区分の他はより大きなカテゴリーに統合されねばならないだ

ろう。

○秘匿を理由として統合（もしくは削除）される予定の項目をすべて列挙せよ：＿

○細目を統合する必要性に関して疑問があるその他の項目をすべて列挙せよ：＿

ｃ項外部ファイルとの照合可能性と結びついた漏洩リスク

本ファイルのミクロデータが外部ファイルのデータに対して照合される潜在的可能性を減

少させるよう努力しなければならない。なぜならば外部ファイルは通常氏名と住所を含ん

でおり，したがって調査回答者を識別するために利用できるからである。他の機関や組織

が保有する“人口記録”や業務リストにもみられる高度に具体的な特性値がその調査に含

まれているような場合には，このような照合が可能であろう。例えば，特定の地理的識別

子と結合した自動車の型式，モデル，および年式を含めることは受け入れられない。なぜ

ならばこれらの項目は氏名と住所を含む【|勁車登録リストと照合できるからである。それ

らが再コード化され，大きなカテゴリーに括られる場合には，これらの項目はおそらくそ

のファイルに残すことができる。他のリストや記録としては次のものが含まれる；信用部

局のファイル；特定の大型耐久消掛財（例えば飛行機）の購入者に関して製造業者が所有

するリスト；いくつかの州における選挙人登録リスト；連邦，リト|，もしくは地方の税務記

録；犯罪司法システムの記録；州の狩猟および漁獲許可証名簿；および一定の業者団体の

会員登録簿。

ある調査の標本抽出枠がセンサス局外部の資料から作成されている場合にも，照合の可能
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性は高まる。とりわけ調査レコードにその発生源である機関のファイルからのデータが含

まれる場合には，標本抽出枠を提供する機関は調査レコードを元のレコードと照合できる

であろう；扶助プログラム受給金額，プログラムへの参入日。

c,1項

1．この提案されたファイルにも含まれているデータをもつ人口記録や業務リストを知っ

ていますか？

はい－そのリスト名

いいえ￣

2．識別される区域にたった－つしかいないような，あるいはそれに関する人口記録を得

ることができるような特定のタイプの機関内の住居が，容易に利用できる情報に基づ

いて，ファイル上の任意のデータ項目から識別できるか？

はい－その機関のタイプを示せ

いいえ

3．提案されているファイルの中のサンプル・ケースには，センサス局外部の資料によっ

て提供されたリストから選出されたものがありますか？

誰によってサンプル・ケースがそ＿はい－その資料を示し，どのようにして，

のリストから選出されたか説明せよ

いいえ￣

Ｃ２項

外部ファイルが存在する場合，このファイルに対して調査データを照合する可能性を軽減

するためにいくつかの処置がとられる；例えば，選ばれた項目は削除もしくは再コード化

されたり，あるいは“ノイズ,，（すなわち僅かな確率変動）を付与できる。潜在的照合の

可能性を十分に低下させるためにどの措置がとられるべきかを，パネルは予め正確に明示

することはできない。しかしながら，外部のデータベースと照合する可能'性が存在する場
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合に，パネルがファイル公開に伴うリスクを決定するときに考慮するいくつかの要因があ

る：１）照合目的に利用できる変数の数，２）照合を行うために必要な資源，３）データの

古さ，４）外部ファイルのアクセス可能性，信頼性，および完全性，そして５）データの機

密性あるいは一意性。照合をもっと容易にするいくつかの要因が下記に列挙されており，

照合の可能性を減少させるために，ファイルの公開前にとられる予定の手段に関する情報

が要求される。（注意：たとえ照合に利用される外部ファイルの存在を全く知らない場合

でさえも，この情報は必要である。）

つぎの場合，照合は一層簡単である－

a）･･･任意のデータ項目もしくはそれらの組合せによって，かなり小さくかつ識別可能な

人口部分が分離できる場合。非常に小さな人口部分を識別させるコードはその導入を

避けるべきである；例えば，高度に限定的な地理と組合されたインディアンの部族や

コンドミニアムの状態。もしその変数群が人口記録に一度に現われる可能性がないな

らば，通常は複数の変数を同時に考慮する必要はない。例えば，性別と年令は外部フ

ァイルに同時に現わる可能性があるが，出生国と職業はそうではない；したがって，

ロシア生まれの建築家といった稀れな事象に対する保護策は必要とはされない。

○ファイルへの導入を提案する項｢1のうち，少数の，容易に識別できる人｢】部分を分

離させるデータ項目すべてを列挙せよ：

再コード化，ノイズ付与）される予定のデ○この理由のために変更（すなわち削除，

－タ項目をすべて列挙せよ：

b）…ある人口部分のすべての構成員をそのファイルが実質的に含んでいる場合。事例：

大手の雇用主，高額個人所得者，医者，特定の種類の科学者，あるいは一定種類の機

関の入居者。データ公開の前に一定の層内でのサブサンプリングがしばしば必要とさ

れる。

○ファイルに該当するものがあれば，これらの人口部分とそれがどのようにサブサン

プリングされるか示せ。
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c）…個人の識別子もしくは詳細な地理的情報を有する外部ファイルに対して，その情報

がリンクするのに役立つようなレコードや他の情報源から得られた任意の情報をその

ファイルが含んでいる場合。事例として含まれるものは，公益事業会社からの燃料消

費や費用計算記録；１０年センサスからの区画，調査区，あるいはＥＤ要約特性値；民

間や政府機関からの福祉や社会保障データ；警察からの逮捕歴。

○ファイルに関して提案されているなかで，回答者との面接調査では得られていない

データ項目のすべてを列挙せよ：

○この理由のために変更されたり，削除されるデータ項目すべてを列挙せよ：＿

｡）…照合のためにしばしば利用されるデータ項目，例えば正確な出生日，性別や人種な

どをそのファイルが含む場合，あるいは，例えば正確な所得額，不動産税額や他の税

額，もしくは政府資金によるプログラムへの参加もしくは終了の日付のように，2つの

ファイルで一致しているはずの他のデータ項目が含まれている場合。

○該当していれば，これらのデータ項目を列挙せよ：

○この理由のために変更もしくは削除されるデータ項目すべて列挙せよ：

e）…縦断面データが収集されている場合；すなわち，同一の回答者／単位に関するデー
タがいくつかの異なる参照期間について収集される場合。基本的な懸念は，外部レコ

ードと潜在的に照合可能な時系列的なデータ項目に関係している；例えば，所得税や

雇用レコード。もしデータが複数回，同一の回答者から収集されていれば，面接調査

の頻度，任意のｌ単位がサンプルとなる期間の長さ，およびある時点とその次の時点

までのある標本単位を一致照合させる可能性に影響する諸要因を示せ。

０…高度に限定的な地理がファイルに含まれる場合；例えば，州，ＳＭＳＡなど。（この
地理については人口表で示されるべきである。）
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g）このファイルを外部記録に対して照合する力を減少させるために，今まで言及されて

いない配慮があれば説明せよ；例えば，データの非信頼'性や自然のノイズ。

、項その他の問題

Ｌすべてのサンプル・ケースを含むファイルは，その部分サンプルだけを含むファイル

よりも漏洩に導く可能性が商い。例えば，ある特定の個人がある特定の調査に協力し

たことが知られている場合，そのファイルですべてのサンプルケースが利川できると

仮定すると，その人のレコードは対応するミクロデータファイルのなかに見出すこと

ができると推論できる。

○このファイルは下記のものを含む。

すべてのケース

ある部分サンプル

２．プロジェクト管理者は，内部用ファイルから特殊な表が作成される場合，それが一般

利用ファイルでは除外された細区分を含むならば，秘隣性の問題が生じることがある

ことを意識すべきである。例えば，そのファイルの複数のデータ項目をクロス集計し

た表は，一般利用ファイルには含まれない特定の地1mを与えることがある。パネルは

これらの表の審査の手続きについてその概要を示すガイドラインを用意している。こ

れらのガイドライン（‘`一般利111ミクロデータの利川可能‘性の下での調査集計表の漏

洩可能性,,）を参考にし，一般利用ファイルでは入手できない細区分を利用する統計

表の公開を計画している場合には，パネルに相談して下さい。
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匿名一般利用サンプルの可能性と展望：

社会科学における国民的データ資源＊

ＤｕａｎｅＥＡｌｗｉｎ

ミシガン大学社会調査研究所

序

かなり重要で大きな関心がもたれている質問として，ミクロレベルの大規模な匿名化され

た調査データへの実証的な社会科学者たちのアクセスに関連する質問がある。このような

ミクロレベルのデータへのアクセスは国によって大きく異なっている。’合衆国においてミ

クロデータヘのアクセスは広く普及しており，そのため合衆国にいるわたしの社会科学の

同僚たちはしばらくの間，データの配布と個人データの秘匿性の保護の背後にある重大な

問題についてあまり知らないまま，そのようなデータ資源をしばしば当然のものと考えて

いる。当然，このタイプのデータへのアクセスはドイツ的文脈においては異なっている。

しかし状況は必然的に異なっていても，そのようなデータへのアクセスの背後にある複雑

な問題に関するわれわれの共通の利害は，それを真剣に検討するきっかけを与えている。

経験を共有し，共通する懸念を討議することによって，データの匿名化に関する分野の未

解決の研究課題が明確になり，匿名化されたデータベースの配布が促進されるであろう。

この論文では，合衆国の社会科学者内部における匿名化されたミクロデータの配布に関係

するいくつかの問題について議論が提供される。このために，合衆国における３つの大規

模な社会科学プロジェクトを主に参照する：すなわちハーバード大学のJamesADavisが

企libiし，シカゴ大学にある全国世論調査センター（NORC:NalionalOpinionResearchCcnIc｢）

＊著者はこの報告を蝉L傭するにあたって,,LawTenccCox,jamesD:wis,GregDuncan,MarkAbrahamson,David

McMill:1,,GrahamKaIloll,およびDanielK:ISI)｢zykとの会話から多くを得た。

IDavidlLFlahcTty,ﾉ)rﾙ“ｙｍｄＧｏｖｅＪ亨'''７ｊａｚｊＤｍａＢ`ｍＡＦＪＡＦＩｌｍｅｍｍｉｏ"αﾉＰご(pどcﾋﾟﾙe､Lol1doll:ManseⅡ,１９７，を

参照．北アメリカとヨーロッパにおけるデータ保護法に関する初期の議論については,UlrichDammunn,Olto

MallmanandSpi｢usSimilis(Eds.)ＤｍａＰｒｏにclj(j〃LegZslaZjo,１．Ａ〃んに、`zfjo“ｌＤＤｃ“"jwTr`Jfj｡'ＬＰ｢ankfUrtamMain：

AlbcrtMetZnCrVcrIilgGmblL1ﾘ７７を参照のこと。

DuaneF・Ａ１win(1987),“PossibililicsandProspectsiOrAnonymiZedPublicUscSamplcs：NalionaI

DalaRcsourcesintheSocialScicnces，，ｉｎ１ＷＫｚＨ"ｇｖｏ〃α"o"ymjsjerに〃Ｅｊ"zご/α"gαbe〃α“Ｄα雌〃

た'α"１tﾉjche"SZaZis"kfBedi"gzJ"深"`!"｡〃妬ﾉjCAltどjに",Gcrmany(Wesl).SlalislischcsBundcsaml，

Ｗ・Kohlhammcr」987.
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のDavisとＴｍＷＳｍｉｌｈによって実施された一般社会調査（GSS：GeneralSocialSurvcy)；

ミシガン大学社会調査研究所のJamesMorganと彼の同僚たちが開発した所得動態パネル調

査（PSD：PanelStudyoflncomeDynamics)；およびAngusCampbcI1，PhilipConvcrse，Donald

Stokcs，WarrcnMillcrとその同僚たちが展開した全米選挙研究（ANES:AmericanNational

EIcctionStudies)である。これらは公式の政府調査ではないが，社会科学者たちによるこれ

らのデータの広範な利用をめぐる諸問題は，匿名化されたデータベースの配布を議論する

には適切である。

これらの課題に関してわたしが提供するのは，一般利用データをよく使用し，その早い時

期からＧＳＳプロジェクトに相談役的役割で関与してきた一人の社会科学研究者の展望であ

る。ｚそれはおそらく，この種のデータ資源の価値の問題と社会・総済科学におけるこの種

のデータに対する需要面に関してもっともよく通じた展望である。データ保護と匿名性の

技術的，法的，および倫理的な問題についてはあまり精通したものとはいえないが，簡単

にそのような問題のいくつかは以下に識諭される。

定義

“一般利用サンプル（PublicUseSample)',という言葉は複数の意味合いを伝える。おそら

くもっとも広く普及している使用法は，センサスのサンプルを含めて，いろいろな機構を

通して社会・経済科学の研究者が利用できる政府統計調査のミクロレベル（佃人や住居単

位）のデータを指す。そのような合衆国の一般利１１１データの事例としては，経常人口調査

（CPS：CurrcnlPopulalionSurvey），所得とプログラム参加に関する調査（SIPＰ：Surveyof

lncomeandProgramParlicipation），衛生面接調査（HIS：HcalthlnIerviewSurvey)および一部

１０年センサスからの１/100と１/1000杣||｣の‐･般利ｌ１１サンプルがある。そのようなデータを

社会科学者たちにアクセス可能とさせる機構は調査毎に多様であるが，ほとんどの連邦統

計調査については審査と配布に関する諸規定が存在する。そのような機構のひとつは機関

レベルでの委員会による騨査である。ガイドラインと審査過程はデータ保護に関する政府

法令についての機関レベルの解釈に任されているという意味において，一般的には，政府

統計調査のデータファイルへのアクセスに関する意志決定は機関レベルで行われる。３

２著者は現在，GSS管理委員会（GSSBoardofOvcrsecrs）の識長職にある。

’合衆国センサス局のミクロレベルデータの公開は議会の法令，“合衆国法典第13編センサス''’１９７６

年１２月３１日によって規定されている。連邦統計調査におけるデータの秘匿性に関する現代的問題を取り

扱った興味ある論文集としては以卜を参照せよ。ＬＣｏｘ,DNclson,andVM1劇qucz,,，Confidenlialilylssues剛t
IhcCCmjusBureau",ｐｐ､1,9-218inPrDcecdj"gsQﾉﾉﾊ己尻庵〔ＡＰＩ,，岨ｲﾛﾉＲ““rcﾉｉＣＷｑﾉﾓｻだ"Ｃｅ,BureauoftheansusoT、

Plewes,``Conndentiality:PrinciplcsandPraclicc，,,ｐｐ､219-226,1bid,Ｗ・Griffith,o`Discussion:CDnfidcntialitylssues
inFederalStatistics，,,pp､227-231,1bid。
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“一般利用サンプル，,という言葉の第２の用法は，公開領域（publicdomain）におかれた

任意の大規模サンプル調査のデータセットを指す。データ保管所（dalaarchives）を通して

社会科学者たちはこれにアクセスできる。そのようなデータセットの収集と管理は政府の

資金援助によるものかもしれないが，そのデータはここでは政府目的以外の目的で獲得さ

れており，政府の情報ニーズというより原則的には調査研究のために収集されている。そ

のようなサンプルは一般的には全国規模のものであり，ミクロレベルの情報の捕捉範囲は

しばしば広い。合衆国の３つの事例として，ミシガン大学の社会調査研究所によって管理

される所得動態パネル調査（PSID)と全米選挙研究（ANES），およびＮＯＲＣによって管理

される一般社会調査（GSS)がある。‘これらのデータセットはすべて全I1il規模であり，多年

にわたって調査されている。すべて全米科学基金(NSF：NalionaIScicnceFoundation)により

援助されている。５そのようなデータを社会科学者にアクセスさせるための機構はあまり明

確ではない。連邦のガイドラインのなかの諸規定が一般にデータ収集機関による秘匿性の

保証に関係し，資金支援機関（例えばＮＳＦとHHS）は一般的には，関連する諸法規のな

かの諸規定を実施するために被験者の保護を処理する地方機関の審査会を頼りにしている。

不則避的に，データの匿名性保護に関する重要な制御の源は社会科学という学科の職業的

な倫理規準をFIIてにしている。‘

これら２つのカテゴリーの一般利川サンプルでは，その調査事項や後援者，その運営と管

理の性格，および秘匿性の保証を履行する機構が異なっている。それにもかかわらずそれ

らの利用や配布に関係して多くの共通問題がある。以下においてまず私は社会科学におけ

る３つの主要なデータ資源，ＰＳＩＤ，ANES，ＧＳＳを説明し，それらの主要な論点を述べる。

それから，必ずしも研究目的を意図して収集されたわけではない調査も含めて，そのよう

なデータ資源の利用可能性に賛成する論拠を論じる。そして最後に，私の議論はデータ保

護と秘匿性に結びつくいくつかの問題点を提起する。それらは，データの出所がどんなも

のであれ，ミクロレベルのデータへのアクセスを容易にするために満たされねばならない。

私の結論は，公衆のプライバシー権と研究者のデータニーズはバランスさせることができ

るという点にある。要するに，個人の権利と福祉を保護しながら研究を続ける道はある。

さて合衆国の３つの優れた一般利用データベースを検討し，データの配布と同時に回答者

のデータの秘匿性保護に関するそれらの記録をみよう。

釧他の事例がある：全国月次消費者意識調査もまたミシガン大学で実行される；高卒者の全国縦断面調査

はＮＯＲＣによって実行される；および全国労働力参加縦断面調査はオハイオ州立大のHcrbertParnesによ

って実行されている。しかしながらこれらの調査は社会科学研究者の間ではあまり広く利用されていない。

,事実上ＮＳＦはここで触れた３つの調査に国民的なデータ資源という特別の地位を付与した。それは社会

科学の人々にとって重要であるというばかりでなく，その特別な行政上の地位も認めている。

‘“修正ＡＳＡ倫理コード，,脚注，1980年８月，ｐ､１２を参照。また全米研究会議（N1l【ionalResearchCbuncil）
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一般社会調査

1972年以来，全米科学基金(NSF)は社会科学のための全米データプログラム（NationalDala

ProgramfortheSocialScicnccs），すなわち社会指標研究とデータ・デイフュージヨンのた

めのＮＯＲＣベースのプログラムを援助してきた。このプログラムの重要な焦点はGSS，つ

まり約1500人の回答者を対象とする年次（に近い）全国調査にあった。このプロジェク

トの主要な目標は，社会科学者たちに大規模で非常に重要な高品質のデータを与えること

にあった。ＧＳＳは１９７２年から１９８５年までの間で１２年分実施されている。７現在の基金は

1987年と１９８８年の調査に向けられている。１９８８年から先のＧＳＳの継続は，１９８６年後期

の新しい５年周期の資金援助に関してＮＳＦによって審査される予定である。ドイツでＧＳＳ

に相当するものには，１９８２年以来存在するALLBUSがある。

GSSデータは広範囲の変数を含んでおり，それらは社会科学者たちにとって常に興味のあ

る多くの領域に触れている。ＧＳＳ累積データファイルの中には７００を超える異なる変数が

ある。これらの中には標準的な社会一経済的および人口学的変数，そして一連の意識，行

動に関する自己申告，および個人の評価が含まれる。意識項目は複数の広範な話題領域を

カバーしている。例えば，中絶，犯罪と刑罰，男女の役割，国際関係，国の指導者，国費

の優先度，人種問題，宗教上の信条，課税と所得両分配，寛容度，暴力，職業倫理および

子供の養育方針などに関する意識である。行動に関する報告は，飲酒と喫煙の程度，銃の

所有，組織への会員所属，政治的帰属と投票，社会的相互作用パターン，大きな人生の出

来事や悩みを含む。個人の評価は，疎外感あるいはアノミー，総合的な主観的な幸福感，

および仕事や結婚，家計，家族，友人，居住場所，余暇時間などの側面についての満足の

程度を含む。

GSSのユニークな特徴の一つは反復的な横断面調査の設計にあり，それはさまざまな意識

尺度の時間的なトレンドの研究を可能にする。ＧＳＳは，予め指定されたローテーション図

式にしたがって，それらの質問項目を規則的に繰り返す。加えて，ＧＳＳ質問項目の多くは

それ以前のＮＯＲＣ，Gallup，およびＳＲＣ調査から選出されており，本調査によってカバー

される論題の多くはＧＳＳの捕捉範囲を超えてトレンド分析が可能である。

方法論的な実験がＧＳＳのもう一つのユニークな特徴である。無作為化実験（あるいは分割

投票），特殊尺度，およびテストー両テスト法の利用によって，ＧＳＳデータは意識面の測

定値に関するいくつかの誤差の源泉を評価することを可能にしている。例えばGSS調査は，

“評価研究における個人のプライバシーを保護すること”１９７５年を参照。

7ＧＳＳは1972年から1978年，１９８０年，および1982年から１９８５年まで毎年実施された。
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質問の言い回しや文脈の影響に関するデータを与えている。８Ｇsｓテクニカルレポート・シ

リーズでは，この方法論的な研究の発見物の多くが報告されている。

過去３年においてＧＳＳは，社会科学における重要な本質的問題に焦点を合わせた特殊な１

回限りのモジュールを含むようにそのフォーマットを変えた。これらのモジュールの各々

がＧＳＳ面接調査の約１/４を使用するようにデザインされた。これらの時事的な追加調査の

最初のものは1985年調査に加えられ，社会ネットワークの問題がその焦点であった。１９８６

年調査は貧困の女性化に関する挿し絵調査を内容とし，そして’987年のモジュールはア

メリカ社会における社会一政治参加に関するＶｅｒｂとｍｅの１９６７年調査の反復を内容とす

る予定である。現行ＧＳＳ調査の時事的モジュールのデザインは基本デザインのひとつの強

化であり，それは，厳密な反復調査という点に加えて，技術革新と新しい測定アプローチ

の展開を可能にする。

所得動態パネル調査

連邦政府が“貧困との戦い，，に乗り出した後，１９６８年にミシガン大学社会調査研究所の経

済学者グループは，貧困の性質と'111人のライフコースにわたるその持続性に関する基本的

な質問への答えを得ることを目的として，縦断面調査に着手した。’約５０００世帯のサンプ

ルから始まり，ＰＳＩＤプロジェクトはこれらの第１次世帯のメンバーへの年次面接調査を行

うことができた。本調査は第１次１１１帯のメンバーばかりでなく，大人になった子供たちが

家を出たり，あるいは夫婦が離婚したときに形成される分離世補も追跡した。（1985年に

得られた）第１８年度のデータではサンプルはおよそ６８００の家族から構成されており，そ

のなかで主要な成人１人が各年面接調査される。

ＰＳＤプロジェクトによって得られる情報は経済的変数と非経済的変数の両方を含む。そし

て調査は，第１次世帯を去り新しい１１t帯をつくる個人も追跡しているので，データセット

は個人の経歴をその出発点であった家族とリンクさせる可能I/|ｮを与える(pS1)。ＰＳＩＤの焦

点は所得の源泉と大きさにあり，それがデータ収集努力の大きな特徴である。そこでは，

所得データに関する分析者の理解をを助けるような，例えば'１t裕構成，雇用状態と失業期

`IlowardSchumanandStanlcyI，｢esser,QHaWo"$α"dAJTぷ権応ｊＭｌ〔jrudeSlulTc”,ＮｅｗＹｏｒｋ/WdcmicPmeSs,1981
参照。

，この要約は，GTegJDuncanandJamesNMoIgan,"T11ePanclStudyoflncomeDynamiCs,',pp50-71inGIenlL
ElderJT.(ed)処咋ＣＯ…ごＤｙ"αmicsf刀wecfDri画ｍｄｍｍＪｉ"i“,１９“－１”ひ.Ilhacaandmndon:CorncⅡUniversiIy

Press,198ｓによって提起されたＰＳＩＤの記述に基いている。また、JamesNMorgan,JonaIMnDickinsom，
KatheTinel〕ickinson,JacobBcllus,ａｎｄＧｒｅｇＪ､Duncan,FiveThousandAmeicanFamiIics-PalternsofEconomic

Progress,Vol1,AnnArbor,Ｍ１:InslitulefOrSocimIResearch,1974も参照されたい.本節の参照ページはDuncan
andMorgan(1985)の論文による。
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間，職業，住宅，支出状態，地理的な移動,性，能力の喪失，健康状態や他の背景情報など

の内容ある情報の収集が必要とされる(p55)。本プロジェクトはまた，例えば認知能力，達

成への動機づけ，家庭形成，経済的成功に結びつく多様な意識や行動パターンのようなそ

の他の主題に関しても，一ｌｌｊｌ限りでデータを獲得している。人口分析にとって重要である

が，ＰＳｌＤは家族生活における出来事の歴史を年代順に記録する。例えば出生史，失業期間，

住居の移動,仕事や雇用状態の変化，婚姻関係や世帯構成の変化などである。各年の家族

データレコードに追加される変数は約600である。1０

PSI、の第１の価値はそのパネル的なデザインにあり，それは個人レベルでの総計としての

変化の識別と個人世帯の社会一経済的経験における持続'性と変化の分析を可能にしている。

加えて，合衆国内外への移住者を除けば，ＰＳＩＤサンプルは（分枝家族が面接調査されてい

るので）各年でアメリカの家族に対して代表性をもっており，調査スタッフの指摘によれ

ば，“最新時の面接調査の横断面分析は，センサス局の経常人口調査のような新鮮な横断

面データによる分析結果とほとんど変わらない'，（p､60）。最後に，Elderに従えば，ＰＳＩＤ

はエコロジカルな推移によって誘発されるライフコースや経験の軌跡を調査することを可

能にしているので，それはライフコースのダイナミックスを分析するのに驚くほど適して

いる。’1

全米選挙研究

ミシガン大学の社会調査研究所の調査研究センター／政策研究センターは１９５２年以来２

年毎に，国民の政治参加を追跡するためにアメリカ人の代表的な横断面の面接調査を行っ

ている。12大統領選挙の年にはサンプルは秋の選挙前に面接調査され，そして選挙直後に

再調査される。米国議会選挙の年には，選挙後だけ面接調査が実施される。

本来，これらの選挙年の研究は主として選挙行動の理解に関心があったのだが，時間と共

にその視野は広範囲の社会政策的行動や意識を含むまでに拡大し，いまやこれらの研究は

社会科学や行動科学にとって大きな重要性をもつ国民的データ資源の代表である。政治参

加や選挙行動に結びつく政治的な党派性や諸要因のトレンドに加えて，これらの研究は，

意識形成や変化のプロセスの基本問題や総体としての世論の変化のダイナミックスに結び

Iul974年を初めとして，ＰＳＩＤプロジェクトは（1984年中に）発見平l実を年次集成として発刊し，1983年
にはＰＳＩＤユーザーガイドが出版された。それはプロジェクトの重要な諸側面を要約している。ＰＳＩＤのデ

ータテープはICPSRデータ保管所を通して人手できる。

lIG1enlLlilder,Jr.,"lDcrspectiveslDnli1℃course",pp2349inGlcnlLElder,｣r(ed),Ｌ鮠Ｃｂ``庵eのり,”,,,唾
乃`ZjecJori“ｍｄｍｚ'zsi"o砥,ノ958-1980,1【hacaandLondol]:ComellUnive応iIyPrcss,１９路参照。

1ｺここでの議論は，WarrenEMiIIer,“Long-lermssupportfbrIheAmcricanNationajElecti⑪､Studies，，,A
propo6jaIlotheNatioMlScieI1ceFoundalion,January,１９８４を基礎としている。
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つく広範な主題の検討を可能にしている。

ANESは実際，反復的横断面調査の利点とパネル調査的デザインに関する利点とを結合し

ている。というのは，３つの別個の状況において当初のサンプルが後に再面接調査される

からである。1956年研究のかなりの部分サンプルは1958年と1960年に再調査された。1972

年研究の多数の部分サンプルが１９７４年と１９７６年に再調査された。そして’980年の研究

では，ある部分サンプルは選挙キャンペーン期間中に３度面接調査された。

社会科学の人々の一つのデータ資源として，ＡNESは，その概念の展開が協同モデル

（collaborativemodel）に基礎を置くという点で，調査研究のデザインのための独特なモデ

ルを与える。積極的な利用者たちの共同体はデータベースの方向性を形作り，各々の連続

的な選挙年調査の設計に大きく関与している。このモデルは制度化されており，もっと広

い研究共同体のために活動する委員会が，核となる反復的な基本質問項目を超えて，その

分野の現在の研究ニーズの方法化を行っている。

ANESプロジェクトはまた方法論的な技術革新のリーダーでもある。プロジェクトは，上

述のように，複数のタイプの調査デザインを具体化している。例えば１９８４年調査におい

ては，ＡNESのデザインには，予備選挙期間全体にわたる全国人口の小規模サンプルの週

次面接調査が含められた。またＡＮＥＳは革新的なデータ収集テクニックの利用に関する実

験も行っている。そこには，大規模で複雑なデータ回収努力に代わるコンピュータ支援電

話調査の実行能力に関する１９８２年のテストも含まれている。

社会科学における一般利用サンプルの事例

大規模な一般利用サンプルは経験的な社会科学にとって不可欠のものである。そのような

サンプルデータの利用可能'性は，人間行動や社会政策の効果に関する知識に貢献する経験

的な社会科学という学問の発展の決定的な側面である。そのような大規模データベースに

は，社会科学者に役立つ３つの不可欠の機能がある。一つは社会の動向やその原因を監視

し，数量化することである；第２は社会プロセスや人間行動に関する主要な仮説を検定す

ることである；そして第３は国際的な協同や多国間比較の可能'性である。、これらの機能

のそれぞれを簡単に論じることにしよう。それが適切な場合には研究文献からいくつかの

事例を与えよう。

⑬一般利用データベースは方法論の展開や新分野の研究のための刺激などの他の重要な機能を与えるが，

現在のコメントではここに掲げたものに限定する。
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トレンドとその原因を監視すること

社会変化が現に存在するために，社会科学者は強制的に，意識と行動の両面の社会的トレ

ンドの監視に関心をもたざるをえない｡TbwardSocialRcporting:NexISteps(1969)の中で,Otis

DudleyDuncanは次のように述べている。“社会変化を測定する改善された能力と手腕は

社会報告の分野における進歩の土台である。,,過去２０年の間に，反復的な調査デザイン

を使って社会変化を記録することに重大な関心が生まれてきた。’4ここで論じられた大規

模な一般利用データセットの明白な利益はこの点に代表される。そのような研究のなかに

は，過去の１回限りの調査で行われた測定を繰り返す事例がいくつかある。ＧＳＳのような

他の事例では，測定は年次もしくはそれに近い形で反復される。

GSSは社会科学における反復的横断面的な調査設計の一つの現代的模範例である。ＧＳＳに

よってカバーされる期間は短い－１９７２年以来１２回の調査一けれども，同じ質問項目を使

った過去のギヤラップやＳＲＣの調査と関係させることは可能である。これらのデータは，

年齢別コーホート内部の時間的な変動パターンの分析を可能にする。ＧＳＳと他の意識調査

を使った研究から得られた重要な主題の概要は以下のようである：

(1)大部分の問題についての社会的自由主義の過去25年間にわたる漸増；

(2)総体的意識の純変化は，交代と同じく重要な転換によって社会のすべての部分に等し

く影響した；

(3)世代間の伝播が社会経済的地位ばかりか意識や態度をも形成する；

(4)サブカルチャーのメンバーであることが一定範囲の意識に重大な影響を与える；

(5)職業上の流動'性は広く多様な意識尺度にほとんど影響しない；

(6)教育は社会政治的な意識にもっとも持続的な影響を与える１因である；

(7)宗教的一民族的グループ間の差異は縮まりつつある。’５

剛以下のものを参照されたい。EleanorBemetSheidonandWilbertEMoore(Eds),Indicator園ofSocialChange：
ConceptsandMeasurements・NewYork:RussellSageFoul1dalion,1968.AngusCampbellandPhilipConverse'１１１e
HumanMeaningofSociaIChange､NewYork:RussellSageFoundation,1972.OtisDudIeyDuncan,Iloward
SchumanandBev己rlyDuncal】,SocialChangeinaMetropolitanCommunily､NewYork:RussellSage
Foundation,1973.ＫcnncthClandandSeymourSpilcrman(eds.),SocialIndicatorModels・NewYork:RusselISage
Foundation,１９７５.旧IizabethMarIin,``Survey5asSociaIIndicators:ProbIemsinMonitoringT唾､｡s,，.Pp677-743in
PelerHRoGsi,JameSDWrightandAndyB八nderson,JmndbocAcｿﾞS"ｗｅ，,Ｒ““ｒｃﾉ2.ＮｅｗＹｏｒｋ:AcademicPYCss，
１ﾘ83.

⑬社会的トレンドに関する発見事実はほんの簡単にしか要約できない。重要な参考文献には次のものがあ

る：Ｊ､Davis(1978),"TI℃ndsinNORCGeneralSociaISuweyltemsl972-1977",GSSTechI1icaIRepmtNo9・
JDavis(1980〕,"Conservativeweatherinaliberalizingclimate:changeillselectedNORCGcneralSociaISurvey
ltems,1972-1978",SocialForces58:1120-1156.JDavis(1982)"Achivemenlvariablesandclasscultures:family，
schooling,jobandftmrty-ninedependenIvariablesinlhecumulaliveGss",Ａ'"ごrにαパDcioAngiCmlRevにw47:569‐
586.JDavis(1975)"Communism,comIbrmity,coh･rts,aI1dc&ltegories:Americ:mtoleranceinl954andl972-73"，
A'"〃止血JowrljaIqfSDcjoﾉp8y81:491-513.JDavis"Newmoney,anoldman/Iadyand`two，scompany:osubjec【ive
welfareinlheNORCGeneraISociaISurveyB，1972-1982,,,UnpublishedGSSrepor1.Ｊ・Davis“Ｕｐａｎｄｄｏｗｎ
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社会プロセスに関する主要な仮説を吟味すること

ほとんど疑問の余地がないことであるが，重要な社会的，経済的変数に関する大規模な一

般利用サンプルの大きな利益の一つは即座に多くの変数間の関係を吟味できることにある。

これらが全国範囲の調査であり，そのサンプルサイズも大きいことは，多変量モデルによ

る社会プロセスの検討を可能にする。おそらくそのもっとも有名なアメリカの例はPelcr

BlauとOlisDudleyDuncanによる１１t代間および世代内の職業上の流動性に関する現代的一

古典的研究であり，それは世代の職業変化と呼ばれ，1962年３月の経常人口調査(CPS)に

基いている。！`ドイツにおける対応する研究はKarIUlrichMayerとWallerMUllerによって

1970年ミクロセンサスを基礎に実施され，アメリカの研究はRobellHauserとDavi〔l

Feathermanによって1973年ＣＰＳにおいて繰り返された。

パネル調査的デザインであるからこそ可能であるＰＳｌＤプロジェクトのもっとも重要で実

質的な発見事実のひとつは，子供たちによってその生活環境が受継がれていく相対的に同

質で，安定的な家族集岡という“貧困者，，に関する通俗的な観念に疑問を投げかけたこと

である。ｌ７これは，世代内および世代間の経済的安定性に関する一般的な“貧困の文化,，

理論を与え，とりわけ興味深い。家族収入における安定'性の札|対的な欠如に関するこれら

のＰｓｍの新発見とともに，家族構成や労働力の活動／参加などの変化と結びつく諸要因

が適切に分析された。

ANESは，その開始以来，政治学の多くの分野にとって選挙行動の分析のための頼み綱で

あった。l8上記のように，このデータベースは世論や意識の変化と密着した問題の分析に

おいても重要である。最近数年間のアメリカ政治学内部の中心的な論争の一つは，アメリ

カ人の政治意識の堅固さに関係している。1960年代と1970年代のＡＮＥＳデータを使って，

PhilipConvcrseは，政治意識が安定的で有力な行動指示的な気質を示す程度について，政

治意識は非常に多様であるという広く影響力のある論証を与えた。］，これらのデータが示

opportunity，sIadder",”6ﾉicOpjldjo"5鳥11-15,485LJDavismdT・ＷＳｍｉ【h(lﾘ82),"llavewcleamedanytbing
fromlheGencralSociaISurvcy?，,Sociallndicato｢sNews-lclter17L2,a11JDavis(1976),"Background
characte｢isti“ｉｎｔｈｅＵ､S-adulIImpulationlﾘ52-1973:ａｓu｢vcy-mcIricmodel，，､SbcjaﾉSbi“cごＲ“ewrcハ5349-83．
JDavis(1983)"CDuntingyourch`l1lgefbratell:Amcricafmnll9721ol982as『c0ccledinlheNORCGeneraISoci劃l
Suwcy',ＧＳＳ'1℃chnicaIReporIMD43

I`Pele｢BlauandqisDudlcyDuncan,ThcAmcricanOc心upationalStrucIureNewY`1rk:Wiley,1967を参照せよ。
ＧＳＳはこれらのアメリカの流動性に関する調査を一層確証させる証拠を与えた。

l7GregH,Duncan,Yea后ｏｆＰ(werIy,YeaJsofPIenty,AnllArbor,Ｍ１;Insti1uteIbrSocialResearch,1984;GlenIl、
EIder,Jr.,Ｌ(/ieCo",ぢどりう',wJ,,!』“:】ｍｑｊ“mrjamlld刀α'LsjJm"s,19“-j始り.I【ham:ComeⅡUnivenlityP｢ess,1185を
参照せよ。

]‘例えば，AngusCambell,PhiIipEConvcrsc,WarrenEMillerandDonaIdESl(〕kcs,meAmeri…l/bl〃・Ｎｅｗ
Ｙｏｒｋ:Wiley,1960を参照。
'，PhilipEConve応e,"nlenaluTeofbeliefsy1itemsinmasspubIics"・InDApter(ed),ﾉｔｊとo/o80'`､1,.,曲collrcm・Ｎｅｗ
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すところによれば，政党や政治家に関する意識などのいくつかのタイプの意識は安定的で

かつ情緒的に強い方向性をもって反映されるが，その他の怠識，とくに特定の政府の施策

に関する意識は，人間の毎日の生活から隔たっており，大部分の人間にはかなり変化しや

すく，それゆえ非常に強い思想的な性向はみられない。支持政党に関するコーホートｖｓ､時

間効果についてのConverseの分析とKnokeとＨｏｕによる体系的な分析は，ＡNESが可能

にしたもう一つの重要な貢献である。２０

多国間比較の可能性

比較研究の価値は大いに確立され，立証されている。多国'1M比較から得られる知識は大規

模な一般利用サンプルのもう一つの利益を代表する。しかしながらそのような作業の成功

は，協同者が国家横断的な厳密に等価的なデザインをすすんで築こうとするか否かに依存

する。２'これはＧＳＳに関しては成功した。最初のＧＳＳとのlE1際的協同は１９８２年のドイツ

全国社会調査(ALLBUS)において調査･方法･解析センター zmlrumfiirUmhagen，

会科学者たちがＧＳＳ

ＺＵＭＡ：

McthodcnundAnilIyscn)と共同で行われた。それ以来，多数の国の社会科学者たちがＧＳＳ

モデル,イングランド,ウェールズ,スコットランドにおける英国社会意識調査(BrilishSocial

A1titudcStudy），およびオーストラリア国立大学によって実施された年次調査などに乗り

込んできた。比較｢Ⅱ能な多国間の一般利用データセットの存在は，多様な社会的文脈の中

での発見事実の交換や同一仮説／理論の反復実験を行う機会を提供し，システム・レベル

での差異をよりよく理解することを可能にする。

そのような国際比較を促進するために,GSSデータは,合衆国ではローパー･センター(Ropcr

Center）にあるデータ保管所とミシガンにあるlCPSR，イギリスではエセツクス大学の社

会科学研究会議調査保管所（SocialScicnccRcscarchCouncilSurveyArchive），ドイツでは

ケルン大学の経験的社会研究中央保管所（ZcnlralarchivfihrEmpirischcSozialfOrschung）を通

して国際的な社会科学共同体の人々には人手可能である。さらにＮＯＲＣスタッフは個人ベ

ースで海外の学者にデータとコードブックを提供することを厭わない。ＰＳ、とＡＮＥＳは

両者とも国際的な構成部分をもっており，これらのデータは国際的なデータ保管所によっ

て入手できる。

York:FreePress,19“；および“AlliIudes1mdnon-alIitudes:conIinuation()fiIdia1Qg,､ＩｎＥＲ・Tuhe(ed.),刀ｈｅ

Ｑｌ`α"tlirarﾙe'Ｍα〃sjLsn/Sbcjα”'＠6ﾉα"s・Reading,ＭＡ:Addison-Wcsley,107(）を参照。
zoPhiIipE､COnverse,TTIcDynamicsofPmtySupporl:ODhorlAnalyzingParIyldeI1tilicalion、BeverIyllillsDCA：
ＳＡＧＥ，１９７６.DavidKnokcandMicllaclllout,``SociaIanddemographicfactorsinAmericanpoliticalpany
affilia【IC､5,1952-1972.,,Ａ、ご｢たaJTSocio/ogim/ＲＥ､ﾉｉｃｗ'1974,39:700-13.
２１過程的等価ivS・機能的等価に関する議論についてはＥＭａｍｎ（脚注１６参照）をみられたい。
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一般利用サンプルに対する需要の評価

一般利用データベースに対する需要はあるのか。わたしの議論の決定的な部分のひとつは，

社会科学の研究共同体内部において，一般利用サンプルに対する２つのタイプの需要が現

に存在するという点である。明らかに，そのような質問に対する答えは社会的歴史的な事

情に依存し，そのためどんな一般的な答えも経験を共有する特定の状況に限定される。わ

れわれの経験では一般の人々もいるけれども，わたしはそのようなデータに対する自分の

国の需要を評価する準備しかない（そしてこのことに限定する）。

過去２０年間，合衆国における統計諸機関は，研究や統計上の目的のためにミクロデータ

ヘのアクセスを求めて増大する圧力にさらされてきた。２２経済学者，社会学者および人口

学者たちは多年にわたって，研究目的のためにセンサス局によって用意された一般利用サ

ンプルに依存していた。研究者たちとその学生たちはセンサス・ミクロデータを定期的に

利用する。１９７９年にFlaherly（p293)は，２００人以上の研究者がセンサス局からの一般利用

データを使用していると推定し，そして彼は，“少なくとも１０００人の大学院生と学部生

がセンサスからの一般利用サンプルを使用しており，少なくと１０(〕００人以上の学生がその

存在を知っている，，と示唆する１人の事情通の第３者の言葉を引用している。おそらく１００

本の社会学の論文はセンサスからの一般利用サンプルの分析を基礎に準備されたと彼は推

定した。このことは今からほとんど10年前のことであり，データへの需要は増大するで

あろうと予測された。より最近の情報はセンサス局からほとんど確実に人手できる。セン

サス局は率先してデータ配布への需要に応じており，それはミクロデータヘのアクセスか

ら生じる利益のもっとも強力な例証の一つを与えるけれども，同様の圧力は国立衛生統計

センターや社会保障総局も経験している。

政府以外の大規模な一般利用データに対する需要の評価はかなり困難である。なぜなら，

そのようなデータはデータ保管所を通して広い範囲からアクセスでき，このようなデータ

利用を測定する試みをわたしは知らないからである。したがってこの領域における情報は

一般に限定的である。ＧＳＳという特定の事例に関しては，そのデータベースを使用する出

版物についての非常によい文書がある。ＧＳＳのスタッフは，主要な利用者と社会科学雑誌

に関する調査から編成されたリストと，社会科学摘要と引用文献集のコンピュータ利用に

よる検索に雑いて,(ﾘ}究目的や出版のためにＧＳＳがかなり利用されていると報告している。
２３

垂この議論は，上に引用したllahcrty(1179:292-300)に大きく依存している。
。Ｔ・ＷＳｍｉｔｈａｎｄＭ・War｡,AnnotatedBibliOgraphyofPape厨UsingIheGeneralSocimSurvey5,Sthedition，
ＮＯＲＣ(May,1984）を参照。その著者たちは，1972年以降，出版物や完成した研究論文に記載されたもの
として，知られているものだけで1000件以上の利用をリストしている。彼らは，“選定された論文のリ
ストは一般社会調査の利用全体にははるかに届かないと信じられ，それは書籍，提出中の論文，ごく最近
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ANESの利用についても比較可能な数字がある。主要な実質的選挙データの利用の全体に

関する選挙研究の推定によれば，およそ８２の書籍，５８０の雑誌論文や本の章，１５６の会議

論文，１３４の博士論文が含まれ，加えて１３６の出版物はよくそのデータを使用している。

教育などに関係する相当数の利用がこれらの指標には反映されないため，この種の使用件

数の計算は明らかにこのようなデータ資源に対する需要を過小推計している。

これらのデータ資源の広範な利用を示す指標は他にもあり，わたしは，かなり印象主義的

な情報とこれらのスケッチ的な指標から，現代社会科学の内部では，一般利用データに対

する相当大きな需要があると結論づける。さてここで一般利用データの広範な配布制度の

下でのプライバシー，秘匿｣性，およびデータ保護の問題に移ろう。

プライバシー，秘匿性，およびデータ保護

社会歴史家のBarringtonMoorcは，「プライバシーはどんな社会においても支配的な価値

にはなりえない」と述べている。人は社会で生きていかなければならず，社会的関心が優

先しなければならない。２４古代ギリシャや古代中国に関する彼の分析が示唆することは，

“プライベート，，や“パブリック,,という言葉が存在しており，前者は“反社会的,，を暗

利くしていたということである。いろいろな古代社会が社会的関心事の優先性を示している

のに，必ずしもそのような関心事がすべて優先するとはかぎらない。実際，BMooresの

結論は，西洋文明のひとつの大きな成果は，社会的関心事に疑問を投げかけるときのプラ

イバシーという観念の役割であり，すなわち，“社会的権威に逆らう個人を保護する諸権

利に関する意識”であるという。

RicckenとＢｏｍｃｈはプライバシー問題と秘匿性問題を区別した｡２５プライバシー問題は，

個人が１人でいること，あるいは彼／彼女の私的な活動，意識，および主観的評価に関す

る観察者（調査データの場合は面接調査員）の侵入による観察やデータ収集の過程におい

て発生する。とりわけデータ収集過程が他人と共有したくない情報を個人に漏らすように

要求するときには，プライバシーに関する質問が問題となる。通常の調査過程は，もし彼

の著作物をとくに見逃す傾向にある。”と記している。

２４)Pr〃αCy:Sm`fIご厨flzSocjα/α"`ﾉＣａｍ`｢αﾉHjrroかLondon二Ｍ心Sharpe,Inc,1984,pp274-75.。プライバシー問題
に関する追加的な議論については以~卜を参照。DavidMOBrien,Ｐ７ＭｚｃＷＬａｗ`､`Ｐ'`ｂＩｊｃＰＤ/ic〕'・NewYork：
Pr乳cger,l979FerdinandD､Schoeman(ed),Jﾘiiﾉ“”ﾉｶにα/Dillleljsj…cｿﾞP、'α妙:Ａ'JA'MACﾉOSD'Cambridge：
CambridgeUniv巳rsiIyPress,1184．

窓IIenryWRieckemaIldROberlFBoruch(1Ｗ4),SbciaﾉＥ】９，erj"z“α『i”3ＡﾉWerﾉiod/brP/qlmmgα"`Ｅｗｒｌ皿α(i"g
Sbciaノルに､'emm'1.NewYork:AcademicPress(pp､255-69)。またRObcrtFBoruch,Ajm`rill8MneCblﾘnle7mα/imyq／
Sbciα/R衝亟ｒｃｈＤ"α,1979を参照のこと。
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／彼女が望むならば，与えられた質問に個人がＩＤＩ答しない権利に配慮している｡秘匿性問

題は，論理的にはデータ収集の後に，潜在的にIMI人が識別され，彼／彼女の身元がその情

報にリンクされるような方法で，調査で得られた情報を漏洩するように要求されるときに

生じる。

このとき明らかに，個人のプライバシーの権利と，公共財とみなされるもの，すなわち政

府の情報ニーズや研究上の調査へのこの情報の利用可能性との間にはある緊張が存在する。

プライバシーに対する市民の諸権利という観点から，これらの問題についての議論は，政

府の真意や秘匿性の保証と結びつくその責任に関する懸念を引き起こす。疑問の余地はほ

とんどなく，これらのプライバシー問題は極めて重要であり，秘匿の原則はデータの配布

において妥協されるべきではない。

社会科学者の見地からの一般利用データへのニーズに関する議論は，情報の秘匿性に関し

ていくつかの問題を引き起こしている。第１に，一般利用サンプルにおける漏洩リスクと

は何か，そしてどんなタイプの情報が決定的にそのような危険性を産み出すのか。第２に，

調査レコードのプライバシーの保証が満たされていることを確信させる有効な審査機楢と

は何か。第３に，識別可能なプライベートな情報の漏洩リスクを減少あるいは除去する最

高のテクニックとは何か。

漏洩リスク

一般利用データセットに含まれる個人情銀の秘匿'性を保証することへの懸念は，人間に関

する研究を管理する諸政策の反映される。例えば，プライバシー法の焦点は以下のようで

ある：

（１）レコードの研究利用と行政利用とを区別すること，

（２）レコードが行政利用から研究利用へと流れるような条件を注意深く規定すること，

（３）研究利用から行政利用への逆の流れを禁止することＺ`。

さらに，それは生医学研究における個人保護のために第１義的に展開されたのだけれども，

研究上の被験者の保護をめざす諸政策は，ＮＳＦのような電要な政府機関によって支援され

る調査についてはその回答者の秘匿性を保護することを要求している。２ア

麺BradlbTdGray,``DevcloPingissuesinthecthicsofsocialTesearchonhealth,，､HeallhSurveyReserchMeIhods，２
ndbiennialcomference,ＷｉⅡiamsburg,Virginia・NaIionalCen【erfbrl･IeiAlthStatisticsResearchU.Ｓ,Dept・ofbealth，
Educ&ⅢionandWelfarc,1977DIIEWPublicationN⑪.(PIIS)79-3207．
Z7T1leFederaIRegislcr,``FinalRcgulatiollsAmendingBasicllllSPoIicyfoTtheprotecqionofHumanRcsearch
Subjects，WoL46,no16,pp､8366-8392を参照。
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合衆国において研究上の利用のために公開される一般利用サンプルは，個人の識別子が機

械可読な形態では支払われないという意味で，一般的には匿名化されている。氏名や社会

保障番号,および街区住所という形態の識別情報は，一般利用データセットのレコードから

は除去される。したがってこのような処理の下では，一般利用データセットを得た研究者

によって氏名や住所から個々人が識別される危険はない。政府以外での研究において個人

をそのデータにリンクさせるレコードは，一般的に破壊されているか，あるいはデータを

収集する機関の管理下で別個に保存されている。それでは一般利用ミクロデータの公開か

ら，どんな問題領域が個人に属すデータの漏洩リスクと関係するのか。

政府以外の調査における－つの潜在的な懸念は，法的プロセスに反する研究上のデータの

秘匿性の保護である。刑事法廷が個人に関する研究上の記録を召喚する可能性は，回答者

の秘匿性にとって脅威であり，研究者は法律上それを保護することができないかもしれな

い。RicckenとBoruch（1974）は，研究者たちには名誉をかけて秘匿性を守る道義的な責

任と職業的な責務があるのに，研究者たちにとってそれを守ることが困難，もしくは不可

能であるような情況があるかもしれないと記している。これらの情況の多くは単なる仮説

的なものかもしれないけれども，合衆国では立法府委員会や司法当局が研究の過程で獲得

された情報を入手しようとした複数の事例がある28．RieckcnとBoruch（1974,ｐ､256）は，

政府当局が拘禁すると脅して研究者から情報をうまく獲得した一例を引用している。これ

らはまれな事例ではあるが，秘匿性を侵す潜在的可能性をわれわれに思い出させる。この

ような潜在的な危険性のために，研究者たちはすべての識別情報をすすんで除去したり，

もしくは国外にレコードリンケージを貯蔵し，法的な救済を求めて努力した。

秘匿'性の領域における第２の懸念は，匿名化されたデータを使う研究者やそのスタッフの

一員がファイルに含まれる地理的情報や他の情報を帰納的に利用して，個々人の身元にた

どり着くかもしれないという点である。特定の回答者の身元が統計レコードの中の回答の

一意の組合せから推論できるような場合には，大変な注意力と管理ﾉJが働かされねばなら

ない。合衆国においてこのような馴例は決して存在しないことを知っているが，それが現

実となる可能性があるため，一般利川サンプルの調達者はそのファイルのコード化された

変数を審査するさいに極端に用心深くならざるをえない。例えば，ＧＳＳはその累積ファイ

ルにおいては合衆国の地理的な区分（９カテゴリー）だけをコード化しており，州コード

は与えていない。ある所与の調査の標本抽出枠についてあまり多く知られていない場合に

は，もっと詳細な地理的な情報がなければ，一定の''1|答者が識別されることは事実上不可

能であろう。他の調査，例えばＡNESでは住居の状態が与えられており，例えばＰＳＩＤの

ようないくつかの事例では，より詳細な地理的情報が与えられる。これによって一定の回

2`BradlbrdGray(1977)は１つの研究を引用しており，それは，研究上の記録に対して発された少なくとも１７
の召喚状と政府の情報需要に関する２６の他の事例を報告している。
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答者の身元が暴露される可能性は増大する。２，このような事はほとんど可能性としてあり

そうもないが，一般利用データを配布する機関や組織は審査にあたってその可能'性に注意

を払わねばならない。

一般利(]サンプルにおける個人データの秘匿性を保護するためにいつも非常な努力が払わ

れるけれども，社会の認識はしばしば異なっている。全米科学アカデミーの資金援助によ

る合衆国での１９７９年全国調査は，いくつかのかなり驚くべき結論を与えている。３o彼らは

以下の質問を尋ねた：「氏名と住所によって識別される個人の調査記録は合衆国センサス

局のファイルの中に保存されている。これらの記録には職業，所得，人種および年齢など

の事項に関する情報が含まれる。あなたは，これらの記録がそれを見たい人には誠にでも

公開されているのか，そうではなく非公開なのか，ご存知ですか。」311,1答者のほんの３５％

がそのようなファイルは非公開であると答えた；１８％はそれらは公開であると答えた；そ

して４６％は公開か非公開か知らなかった。さらに他の政府機関によるセンサスレコードヘ

のアクセスに関して調べると，センサスレコードは完壁に秘匿されていると実際に信じて

いたのは，全回答者中たった５％にすぎなかった。８０％の人は，センサスレコードは秘匿

されていない，もしくは他の政府機関が，実際にやろうとすればセンサス局から情報を獲

得できるだろうと答えた。

明らかに，センサスレコードの匿名性に関する社会の意識は，法的な要請と現実の実務か

ら全く乖離している。秘匿性の保証と機関の実務を規制する法令に関して社会をもっと教

化する必要』性を指摘することに加えて，この情況に関する社会の誤認こそは，個人データ

の秘匿性の保護に非常な関心を払う一層強い理論的根拠となる。

リスクの除去

秘匿情報の漏洩が生じないことを保証するために，審査と監督のための実質的な責任はデ

ータを配布する機関あるいは組織の側にある。公表されるその種の情報をモーターする機

関の審査パネルの機構が，現実には重要な防護策となる。そのときどんな情報を公開すべ

きかの決定は，ガイドラインと審査過程が秘匿性の保護に関する政府法令の当該機関レベ

ルでの解釈に依存しているという点で，分散化している。政府の援助によって獲得された

非政府系の一般利川データの場合には，秘匿性の保証に付随する重大な規制がある。しか

ZgPSIDデータは匿名化された形態で公開されているけれども，居住地のlloImlと郡はコード化され，そして

“回答者によって報告される環境情報は，その州の雇用保障職員から得られる失業水準，単純労働の賃金

率，市場の需要状態についての郡レベルのデータによって補足される。,，（ＰＳＳ）

jDPrivacyandCOnfidencialiIyasFacto厩inSuTveyRcsponSe・NationalＡ[BadcmyofScicncc5,WashingIonD.Ｃ,,1979．
参照。

］もちろんそのようなレコードをセンサス局以外の誰かに漏らすことは犯罪である；それらは他の連邦諸
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しこれらのケースでは，資金援助機関は一般には，被験者の保護を処印する地方機関の審

査委員会を頼りにしている。先述したように，データの秘匿性保護をコントロールする重

要な源泉は，職業上の倫理基準に依存する。

ここで述べた審査機構に加えて，データ漏洩の潜在的危険性を減少もしくは除去するとい

う観点から，これらの審査パネルがもつ代替策を簡単に考察しておくことも重要である。

個人識別情報の除去に加えて，個別データを一層匿名化するために複数の周知の機械的な

技法が存在する。３２－つの解決は，潜在的可能'性をもつ識別情報をすべて単純に削除する

ことである。もし個々人が，他の変数と組合せて彼らが住むセンサス調査区の知識から識

別される可能性があれば，調査区情報は統計レコードからおそらく除去されるであろう。

もう一つの解法は，攻撃されそうな変数をもっと粗いカテゴリーに再コード化することで

ある。その結果，公開される変数は原データファイルほどには詳細ではなくなる。３番目

の解法は，データに一定量のランダムな撹乱を導入することである。その結果個人レコー

ドは誤差を含んでいるが，統計的推定値は誤差レベルを修正できる。そして最後に，デー

タは“ミクロ集計値,，として公開されうる。そこではデータは小集合に関して平均され，デ

ータはミクロ集計値を構成する一人の個人としてより，むしろこれらの“みせかけ”の個

人としてだけ公開される。

データの秘匿性保護の問題に対するこれらの機械的な解法に加えて，RicckenandBoruch

（pP259-61）は，非政府系の調査におけるデータ保護にはとりわけ，現実には法律上の他

の解法が究極的には必要であると主張する。ひとつのそのような解法は，研究調査者が１

穂の，僧侶や弁護士によって享受される種類の“宣誓特権（tcstimonialprivilcge）”を有す

ることである。これは司法や議会の行釛から生じるプライバシー侵害を防ぐだろう。第２

の法律的な解法は，回答者の身元を漏洩する研究者やそのスタッフの一口に対して厳しい

法的な処罰を法律上課すことである。最終的に明らかなことは，研究調査者やそのスタッ

フは，秘匿性の倫理基準，およびデータ利用と秘匿性の保護を規制する法律や政府の規制

に関して不断に教化されることが必要である。

櫛関には入手可能ではない。

､２この識諭は主にRieckcn;mdBoruch(1974)に依拠している。
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